
▽
日
時
　
12
月
22
日(

月)

正
午
〜

午
後
１
時
。

▽
会
場
　
市
役
所
内
会
議
室
。

▽
内
容
　
1
教
育
2
健
康
・
福
祉

3
産
業
4
く
ら
し
・
安
全
安
心
5

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
の
５
つ
の
テ
ー

マ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
昼
食
を

と
り
な
が
ら
市
長
と
話
し
合
う
。

▽
対
象
　
市
内
に
在
住
か
通
学
し

て
い
る
大
学
生
・
専
門
学
校
生
で
、

テ
ー
マ
に
関
心
の
あ
る
５
〜
10
人

の
グ
ル
ー
プ
（
18
歳
未
満
の
人
、

個
人
で
の
申
し
込
み
は
不
可
）。

▽
費
用
　
１
人
500
円
程
度
（
昼
食

代
）。

▽
申
込
　
任
意
の
用
紙
に
1
グ
ル

ー
プ
名
2
グ
ル
ー
プ
の
紹
介
3
選

択
テ
ー
マ
4
話
し
た
い
具
体
的
な

内
容
5
代
表
者
の
氏
名
（
ふ
り
が

な
）
・
住
所
・
電
話
番
号
6
参
加

者
全
員
の
氏
名
・
住
所
・
電
話
番

号
・
通
学
先
を
書
き
、
11
月
28

日
ま
で
に
、
直
接
ま
た
は
送
付
・

フ
ァ
ク
ス
・
Ｅ
メ
ー
ル
で
、
〒

320-

8540
市
役
所
広
報
広
聴
課
（
市

役
所
３
階
）
6(

637)

５
１
５
１
、

u2030@
city
.utsunom

iy
a.

tochigi.jp

へ
。

▽
そ
の
他
　
応
募
は
１
グ
ル
ー
プ

１
通
の
み
。
応
募
多
数
の
場
合
は
、

抽
選
（
未
経
験
者
を
優
先
）。

Á
広
報
広
聴
課
1(

632)

２
０
２
５

▽
対
象
　
市
内
に
事
務
所
ま
た
は

事
業
所
が
あ
る
民
間
の
事
業
者
で
、

次
の
よ
う
な
働
き
や
す
い
環
境
づ

く
り
に
努
め
、
特
長
の
あ
る
取
り

組
み
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
。

1
性
別
に
と
ら
わ
れ
な
い
能
力
活

用
や
女
性
の
職
域
拡
大
の
た
め
の
、

積
極
的
な
取
り
組
み
。

2
仕
事
と
家
庭
生
活
、
そ
の
他
の

活
動
の
両
立
を
支
援
す
る
た
め
の
、

積
極
的
な
取
り
組
み
。

3
男
女
が
と
も
に
働
き
や
す
い
、

ま
た
は
活
動
し
や
す
い
環
境
づ
く

り
を
推
進
し
て
い
る
。

4
そ
の
ほ
か
、
男
女
が
と
も
に
参

画
で
き
る
環
境
づ
く
り
へ
の
積
極

的
な
取
り
組
み
。

▽
申
込
　
男
女
共
同
参
画
課
（
市

役
所
10
階
）
に
置
い
て
あ
る
応
募

用
紙
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

取
り
出
せ
ま
す
）
に
必
要
事
項
を

書
き
、
12
月
19
日
（
必
着
）
ま

で
に
、
直
接
ま
た
は
送
付
・
フ
ァ

ク
ス
で
、
〒
320-

8540
市
役
所
男
女

共
同
参
画
課
へ
。

▽
そ
の
他
　
「
き
ら
り
大
賞
」
と

し
て
表
彰
し
た
事
業
者
の
取
り
組

み
に
つ
い
て
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
・
啓
発
誌
な
ど
で
紹
介
し
ま
す
。

Á
男
女
共
同
参
画
課
1(

632)

２
３

４
６
、
6(

632)

２
３
４
７

▽
日
時
　
11
月
18
・
19
・
25
・

26
日
（
全
４
回
）
。
Ａ
コ
ー
ス
＝

午
前
９
時
〜
正
午
。
Ｂ
コ
ー
ス
＝

午
後
１
時
30
分
〜
４
時
30
分
。

▽
会
場
　
富
士
通
栃
木
支
店
（
東

宿
郷
４
丁
目
）。

▽
内
容
　
ま
ち
づ
く
り
活
動
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
の
作
成
。
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
ビ
ル
ダ
ー
Ｖ
８
を
使
用
。

▽
対
象
　
ま
ち
づ
く
り
活
動
を
実

践
し
、
団
体
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
開

設
を
検
討
し
て
い
る
人
で
、
全
回

参
加
で
き
る
人
。

▽
定
員
　
各
コ
ー
ス
先
着
10
人
。

▽
費
用
　
２
１
０
０
円
（
テ
キ
ス

ト
代
）。

▽
申
込
　
11
月
４
日
午
前
９
時
か

ら
、
電
話
で
、
み
ん
な
で
ま
ち
づ

く
り
課
1(

632)

２
９
０
０
へ
。

メ
ジ
ロ
や
オ
オ
ル
リ
な
ど
の
野

鳥
は
自
然
生
態
系
の
一
員
で
あ
り
、

私
た
ち
に
安
ら
ぎ
や
潤
い
を
与
え

て
く
れ
る
存
在
で
す
。
し
か
し
、

野
鳥
と
は
「
野
に
生
き
る
鳥
」
で
、

ペ
ッ
ト
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

か
わ
い
ら
し
い
か
ら
手
元
で
飼

い
た
い
と
い
う
の
は
、
自
由
に
生

き
る
野
鳥
の
権
利
を
奪
う
、
許
さ

れ
な
い
考
え
方
で
す
。
野
鳥
の
愛

ら
し
い
姿
や
鳴
き
声
は
、
野
外
で

楽
し
み
ま
し
ょ
う
。

許
可
な
く
野
鳥
を
捕
っ
た
り
、

飼
っ
た
り
す
る
こ
と
は
、
法
律
で

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
絶
対
に
や

め
ま
し
ょ
う
。

Á
県
東
地
区
野
生
鳥
獣
捕
獲
・
飼

養
連
絡
会
（
県
東
環
境
森
林
事
務

所
内
）
1
０
２
８
５(

81)

９
０
０

１
、
農
村
整
備
課
1(

632)

２
４
７

７
市
で
は
、
福
祉
や
環
境
保
全
、

ま
ち
づ
く
り
活
動
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
分
野
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体

や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
（
民
間
非
営
利
組
織
）

な
ど
、
市
民
に
よ
る
自
主
的
で
公

益
的
な
活
動
を
行
う
「
市
民
活
動

団
体
」
に
対
し
て
、
そ
の
活
動
を
、

市
民
・
企
業
・
行
政
の
み
ん
な
で

支
え
る
仕
組
み
と
し
て
「
市
民
活

動
助
成
基
金
」
を
設
け
て
い
ま
す
。

宇
都
宮
を
活
気
あ
る
、
す
て
き
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◎可燃性粗大ごみの受け入れを休止 ▽期間　11月9日(日)～16日(日)▽内容　破砕機工事のため、クリ
ーンパーク茂原への、家具類・ふとん・木の枝などの可燃性粗大ごみの搬入ができません。ご理解・ご協
力をお願いします。なお、毎週日曜日は休業日のため、9日(日)・16日(日)は、すべてのごみの搬入がで
きません。Áクリーンパーク茂原1(654)0018

本
文
中
に
費
用
な
ど
の
記
載
が
な
い
も
の
は
、
原
則
と
し
て
無
料
。

＝
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

＝
Ｅ
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

回覧回覧�

暮らし

募
　
集

大
学
生
の
た
め
の

市
長
と
ラ
ン
チ
で
ト
ー
ク

き
ら
り
大
賞

男
女
共
同
参
画
推
進
事
業
者
募
集

ま
ち
づ
く
り
講
習
会

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
つ
く
ろ
う

お
知
ら
せ

野
鳥
は

ペ
ッ
ト
で
は
あ
り
ま
せ
ん

宇
都
宮
を
活
気
あ
る
街
に

市
民
活
動
助
成
基
金
に
ご
協
力
を

施設めぐり
普段見たいけれど見られない所編

▽日時　11月26日(水)午前9時～
午後4時。
▽コース　市役所（集合）～宇
都宮大学～県農業大学校～飛山
城史跡公園（昼食）～県産業技
術大学校～市役所（解散）。移動
は市有バス。
▽対象　市内に在住か通勤通学
している人。
▽定員　先着50人。
▽持ち物　昼食。
▽申込　直接または電話・ファ
クス（参加者の住所・氏名・年
齢・電話番号が必要）で、広報
広聴課（市役所３階）1 (632)
2025、6(637)5151へ。



な
街
に
す
る
た
め
に
、
「
市
民
活

動
助
成
基
金
」
の
趣
旨
を
ご
理
解

い
た
だ
き
、
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

こ
の
基
金
は
、
市
民
の
皆
さ
ん

に
よ
る
寄
付
金
の
ほ
か
、
そ
の
寄

付
金
と
同
額
を
市
か
ら
も
支
出
し

て
積
み
立
て
る
「
マ
ッ
チ
ン
グ
ギ

フ
ト
方
式
」
を
採
用
し
て
い
ま
す
。

寄
付
の
申
し
込
み
は
、
各
地
域

自
治
セ
ン
タ
ー
・
地
区
市
民
セ
ン

タ
ー
・
出
張
所
に
置
い
て
あ
る
寄

付
申
込
書
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
取
り
出
せ
ま
す
）
に
必
要
事

項
を
書
き
、
直
接
ま
た
は
フ
ァ
ク

ス
で
、
み
ん
な
で
ま
ち
づ
く
り
課

（
市
役
所
10
階
）
へ
。

Á

み
ん
な
で
ま
ち
づ
く
り
課
1

(

632)

２
２
８
８
、
6(

632)

３
２
６

８▽
日
時
　
12
月
１
日(

月)

午
後
１

時
〜
５
時
。

▽
会
場
　
宇
都
宮
市
民
プ
ラ
ザ

（
馬
場
通
り
４
丁
目
・
う
つ
の
み

や
表
参
道
ス
ク
エ
ア
５
階
）。

▽
内
容
　
弁
護
士
に
よ
る
無
料
法

律
相
談
。

▽
対
象
　
現
在
、
多
重
債
務
状
態

に
あ
り
、
返
済
が
困
難
な
人
。

▽
申
込
　
必
ず
電
話
で
、
消
費
生

活
セ
ン
タ
ー
1(

616)

１
５
４
７
へ

予
約
を
取
っ
て
く
だ
さ
い
。

平成18年度の市民意識調査では、本市の女性の10人に1人
以上が配偶者などから身体的･精神的･性的暴力を受けている
という結果でした。
配偶者からの暴力（ドメスティック・バイオレンス＝DV）
は重大な人権侵害であり、決して許されるものではありません。
市では、今年4月に配偶者暴力相談支援センターを設置し
ました。「女性に対する暴力撤廃国際日（11月25日）」と、
国の「女性に対する暴力をなくす運動（11月12～25日）」に
合わせ、11月を「うつのみやDV根絶強化月間」と定め、
DV防止や女性の人権の尊重を啓発する取り組みを行います。
¡ＤⅤ根絶に向けた街頭キャンペーン
▽日時　11月５日(水)午後５時30分～６時、
11月６日(木)午前７時45分～８時15分。
▽会場　オリオン通り東武百貨店側入口。
▽内容　メッセージ入りの啓発物品を配布。
™ＤⅤ根絶に向けた啓発パネル展
▽期間・会場　11月 ５日(水)～13日(木)＝男女共同参画推進
センター、11月17日(月)～21日(金)＝市役所１階ロビー。
▽内容　ＤⅤ被害者を支援する民間団体の活動などの紹介。
£講座「女性のための護身術　ＷＥＮ-ＤＯ」
▽日時　11月8日(土）午後1時30分～４時30分。
▽会場　男女共同参画推進センター。
▽内容　実践的な護身術とディスカッションを通して、女性
が本来持っている力に気付き、女性を取り巻く暴力から女性
自身が自分の身を守るためのスキルを身に付ける。
▽講師　橋本明子さん（リアライズYOKOHAMA代表）。
▽定員　25人。親子での参加も可（ただし、10歳以上）。
¢市民企画型講座「アサーティブネス･トレーニング」
▽日時　11月11日(火)午後１時～４時。
▽会場　男女共同参画推進センター。

▽内容　アサーション（素直な自己表現）の考え方とスキル
を学んで、自分も相手も大事に、そして、気持ちを楽に生き
るための自己表現を身に付ける。
▽講師　山崎礼子さん（フェミニストカウンセラー）。
▽定員　40人。
▽その他　託児あり（要予約）。講座の企画は、DV被害者支
援ボランティア「＆ハンド」。
■申込 £～¢は、事前に電話またはファクスで、男女共同
参画推進センター1(636)4071、6(636)4079へ。

11月
は

うつのみやDV根絶強化月間

27

◎ご利用ください無料調停相談会 ▽日時　12月１日(月)午前10時～午後３時30分▽会場　市役所14階
大会議室▽内容　交通事故、金銭の貸借、土地・建物の問題、相続、離婚、扶養、その他民事・家事に関
する一切の相談（秘密は厳守）▽申込　不要。Á宇都宮調停協会（宇都宮地方裁判所内）1(621)2111、
広報広聴課1(632)2022

暮
ら
し

多
重
債
務
問
題
は

必
ず
解
決
で
き
ま
す

多
重
債
務
相
談
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

ＤＶに関する相談窓口
相談窓口 電話番号

宇都宮市配偶者暴力相談
支援センター

栃木県婦人相談所(配偶者
暴力相談支援センター)

パルティ相談室(配偶者暴
力相談支援センター)

(635)7751

(622)8644

(665)7714

曜日・時間

火～土、午前9時～午
後5時

月～金、電話＝午前9
時～午後8時、来所＝
午前9時～午後4時

火～日、午前9時～午
後4時（第2水曜日は正
午まで）

DV（ドメスティック・バイオレンス）とは
夫や恋人など、親密な関係にある人からの次のような暴

力のことをいいます。

▽身体的暴力　殴る、ける、物を投げる。

▽精神的暴力　ののしる、中傷する、見下す、無視する。

▽社会的暴力　実家や兄弟、友人との付き合いを制限する。

▽経済的暴力　生活費を渡さない、支出を細かく監視する。

▽性的暴力　セックスを強要する、避妊に協力しない。

暴力は、どんな理由があっても許されるものではありま

せん。DVは家庭内の問題ととらえられがちですが、女性

差別に根差す人権問題です。独りで抱え込まずに、DV相

談窓口（下表）にご相談ください。

2つの条例のシンボルマークを作成

■みんなでごみのないきれいなまちをつくる
条例
■路上喫煙等による被害の防止に関する条例

安心して快適に過ごせるまちを実現するた

め、宇都宮メディアアーツ専門学校の生徒さ

んの協力により、２つの条例のシンボルマー

クを作成しました（下図）。

シンボルマークの主題は「幸せの方程式

（happy eduation）」。今後は、マークに込め

られた思いとともに、条例の趣旨、内容が広

まるよう、周知用ポスタ

ーなど、さまざまな機会

に活用します。

Á生活安心課1(632)228

4、廃棄物対策課1(632)
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